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平成 25 年度機構改革の概要 

                                    行政改革推進室  H.25.4.1  
岡山市都市ビジョン［新・岡山市総合計画］を実現するためには、市民ニーズあるいはその時代の要請

に応えつつ、行政サービスの選択と集中、限られた経営資源の最適化を図りながら、より一層効率的・効

果的な組織を構築する必要があります。 

こうした考えに基づいて、平成２５年度機構改革では、諸施策の一層の推進のための組織の整備・再編

を行い事務事業執行体制の充実を図ることとしました。 

なお、市民に身近なサービスや現地性の高いサービスについては、今後一層、地域特性を踏まえた的

確かつ迅速な提供体制が求められることから、引き続き、本庁と区役所の役割分担の最適化に取り組んで

いくこととしています。 

 

Ⅰ 政策推進に係る体制整備 

 

１． ＥＳＤ世界会議へ向けた体制の強化 －「ＥＳＤ世界会議推進局」の設置－ 

 ESD最終年会合準備室を「ESD 世界会議推進局」へ格上げ 
平成２６年度のＥＳＤ世界会議の開催に向けて、会議の開催計画策定やプレ会議の誘致・開催、国

内外への情報発信など、内外の関係団体との連携・調整が不可欠な関連施策・事業を総合的に推進す

る体制を強化します。 
 

２．こども・子育て施策の充実に向けた体制の整備 －「岡山っ子育成局」の設置－ 

「岡山っ子育成局」の設置（保健福祉局からこども・子育て部門を分離独立） 
・「こども企画総務課」の設置 

（局設置に伴いこども企画課を局主管課に改組） 
・「こども園推進課」の設置 

（こども企画課内の「就学前保育・教育一体化推進室」を課へ昇格。課内に「企画推進係」、

「施設運営係」を設置） 
・「保育園・幼稚園課」の設置 

（幼稚園事務補助執行により保育園・幼稚園の運営を一元的に行うため設置。課内に「保育

園管理係」、「幼稚園管理係」、「育成支援係」、「保育・教育指導係」を設置） 
・こども企画総務課に「次世代育成室」を設置 

（青少年の健全育成に関する事務を教育委員会から事務移管。これに伴い教育委員会生涯学

習課の青少年教育係及び青少年育成センター並びにこども福祉課地域子育て支援係を廃

止） 
・こども福祉課勤労・生活係を「管理係」に名称変更 

（勤労者福祉事務を経済局へ移管することに伴う名称変更） 

保育園と幼稚園の双方の良さをあわせ持つ就学前保育・教育を提供できる子育て環境の構築や、「子

ども・子育て関連３法」施行に向けた新しい子ども・子育て支援制度の構築を一層推進するとともに、

子どもから青少年まで切れ目のない健全育成を図り、自立し自己実現できる岡山っ子の育成に向けた

総合的な施策をより一体的に推進する体制の構築を図ります。 
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３. 移住・定住支援の総合的な推進 －「移住・定住支援室」（課内室）の設置－ 

 事業政策課に「移住・定住支援室」（課内室）を設置 
安全で暮らしやすい岡山の強みを活かして総合的に移住・定住支援を行うため、全庁的な体制づく

りに取り組みます。 
 

４. 医療・福祉の集積をいかしたまちづくり －「医療福祉戦略室」（課内室）の設置－ 

 新病院･保健福祉政策推進課に「医療福祉戦略室」（課内室）を設置 
総合福祉の拠点都市の実現に向け、総合特区を含め、本市の医療・福祉の強みを活かした施策の推

進体制の構築を図ります。 
 

５. 生活保護の適正実施と自立支援の推進 －「生活保護･自立支援課」の設置－ 

 「生活保護・自立支援課」を設置し、 
課内に「自立支援係」を設置するとともに、福祉援護課から「保護係」を移管 
国において生活保護制度の見直しが行われている中、生活保護の適正実施及び被保護者の自立支援

を一体的に推進するとともに、福祉事務所の生活保護関連施策の統括機能の強化を図ります。 
 

６．諸施策等への新たな対応 －課内室、係の設置－ 

【総務局】 

① 情報企画課に「情報ガバナンス推進室」を設置 

【財政局】 

② 財産管理課に「施設活用マネジメント室」を設置 

【市民局】 

③ 区政推進課の区役所開設準備室を廃止し、市民企画総務課に「施設整備準備室」を設置 

【保健福祉局】 

④ 高齢者福祉課に「介護予防・認知症係」を設置 

⑤ 食肉衛生検査所に「疾病検査係」、「監視指導係」を設置 

【都市整備局】 

⑥  街路交通課に「自転車先進都市推進室」を設置 
⑦  住宅課に「法的措置係」を設置 

① ･･･導入の進む基幹業務システムの調達運用に係るコスト等の適正化を図りながら、費用対効果の高

いシステムを実現する体制を強化します。 

② ･･･維持管理的業務から、施設情報の収集・一元管理、計画的保全による施設の長寿命化や施設

の有効活用へ取り組みを進めていく体制とします。 

③ ・・・区役所や斎場など、市民局関係施設の整備を局内横断的に推進する体制とします。 

④ ・・・先進的な介護予防、認知症対策に取り組む体制を強化します。 

⑤ ・・・食肉検査に係る対外交渉や細かい検査指示等、一層迅速な現場対応が可能となる体制としま

す。 

⑥ ・・・自転車先進都市おかやまの実現に向け、実行戦略に基づく具体の事業を推進していく体制とし

ます。 

⑦ ･･･迅速な家賃債権の確保による住宅使用料収納率の向上と使用者間の公平を図るため、悪質な滞

納者等に対する法的手段を活用した効果的な徴収事務に取り組む体制とします。 
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Ⅱ 区役所の機能強化・再編  

 

１．区役所総務・地域振興課の係を再編 

 各区役所の総務･地域振興課の総務係、地域振興係、管財係の３係を「区政企画係」、「総務係」、「地

域づくり推進室」の１室２係に再編 
都市ビジョンに掲げる各区のまちづくりの視点を踏まえ、本庁関係局と事業調整を図りながら、区

の特性を生かしたまちづくりの具体的方針を定めるとともに、安全・安心ネットワークなど地域住民

との市民協働の施策を一層推進するため、各区役所の総務・地域振興課の係を再編します。 

 

２．区役所維持管理課住宅管理係を廃止 

 各区役所の維持管理課住宅管理係を廃止 
市営住宅の指定管理者制度導入に伴い、区役所の市営住宅管理に関する主要事務を都市整備局住宅

課へ集約します。 
 

Ⅲ 効果的・効率的な組織  

 

１．課の廃止、統合・再編 

【保健福祉局】 

① 玉松園を廃止 

【経済局】 

② 産業課と企業立地推進課、雇用対策課を統合して「産業振興・雇用推進課」を設置し、 

課内に「商業振興係」、「ものづくり振興係」、「中小企業振興室」、「雇用推進室」、 

「企業立地推進室」を設置 

【都市整備局】 

③ 公園緑地課を庭園都市推進課に統合して「庭園都市推進課」とし、 

課内に「事業推進係」、「公園緑地係」を設置 

④ 区画整理課と都市計画課都市再開発室を統合して｢市街地整備課｣を設置し、 

課内に｢計画・指導係｣、｢区画整理管理係｣、｢区画整理事業係｣、｢都市再開発係｣を設置 

【教育委員会事務局】 
⑤ 就学課に「学校環境調整室」を設置 
⑥ 生涯学習課の「青少年教育係」、「青少年育成センター」を廃止し、生涯学習推進係、成人教育係を

「管理係」、「支援・育成係」に再編 
① ･･･社会福祉法人へ移譲されることに伴い、廃止します。 

② ･･･一体的･効率的な産業振興を一層推進するため、関係課を一課に統合し、課内に商業振興係、も

のづくり振興係、中小企業振興室、雇用推進室、企業立地推進室を設置します。 

③ ・・・一課体制とすることでハードとソフト両面からの庭園都市づくりを一層推進する体制とします。 

④ ・・・土地区画整理事業と市街地再開発事業の組合せなど柔軟な整備手法を取り入れながら市街

地の再生・更新を推進する体制とします。 
⑤ ･･･教育企画総務課が所掌する学校の統廃合などの学校環境調整事務を、学校の管理や通学区域

の弾力化を所掌する就学課に移管し、学校管理業務を迅速に展開するものです。 
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⑥ ･･･青少年の健全育成に関する事務を市長部局に事務移管することに伴い、１室１係を廃止する

とともに、係を再編するものです。 
 

２．係の名称変更 

【都市整備局】 

① 河川港湾課防災係を｢土木防災係｣に名称変更 

【議会事務局】 

② 調査課調査資料係を「政策調査係」に、調査課企画広報係を「広報係」に名称変更 

① ･･･所掌事務がより分かりやすい名称に変更します。 
② ･･･議会の政策立案や政策提言に関し支援を強化する体制にふさわしい名称に変更するもので

す。 
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Ⅳ 行政組織数 

  H24.4.1とH25.4.1間の増減                                                  

組    織    数 区  分 

局相当 審議監級相当 課相当 課内室相当 係相当 

市長事務部局 

 

13→15 

(2) 

6→5

(-1)

133→131

(-2)

42→52 

(10) 

306→307

(1)

市長事務部局 9→11 

(2) 

6→5

(-1)

99→97

(-2)

20→26 

(6) 

181→190

(9)

 

 

区役所 4→4 

(0) 

34→34

(0)

22→26 

(4) 

125→117

(-8)

水道局 1→1 

(0) 

 13→13

(0)

1→1 

(0) 

42→42

(0)

病院局 1→1 

(0) 

1→1

(0)

5→5

(0)

1→1 

(0) 

4→4

(0)

市場事業部  1→1

(0)

1→1

(0)

  

消防局 1→1 

(0) 

 11→11

(0)

1→1 

(0) 

64→64

(0)

議会事務局 1→1 

(0) 

 3→3

(0)

 6→6

(0)

選挙管理委員会事務局 1→1 

(0) 

4→4

(0)

 

監査事務局 1→1 

(0) 

   

人事委員会事務局  1→1

(0)

  2→2

(0)

農業委員会事務局  2→2

(0)

 

教育委員会事務局 1→1 

(0) 

 13→13

(0)

5→5 

(0) 

16→15

(-1)

合  計 20→22 

(2) 

11→10

(-1)

183→181

(-2)

50→60 

(10) 

440→440

(0)

 


